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２０２１年４月１日改訂

代表取締役

環境関連の法律、条令、その他の要求事項を遵守し企業の社会的責任を果た

すとともに、地域社会との調和を進める

作業場の整理・整頓・清掃・清潔・躾を徹底し環境美化を進める

全社員に対して、環境教育並びに社内の広報活動を通じ、環境経営方針の周

知を行う

①

②

③

⑤

⑥

④

基　本　理　念

2.

 環境目標を定め、積極的・自主的に次のことに取り組みます

行　動　指　針

電力の消費に伴う二酸化炭素排出量を削減します

収集運搬車両､重機､営業車の燃料消費に伴う二酸化炭素排出量を削減します

雨水利用による総排水量を削減します

事務用品のグリーン購入を継続します

積極的に施設周辺の清掃活動をします

―　この環境経営方針は、必要な社外の人にも配布します　―

株式会社キトーは、廃棄物の収集運搬及び処理分野において、環境問題の重要性を認識し、廃
棄物を貴重な資源として活用する循環型社会の創造し、環境経営の継続的改善に努めます。

1.

3.

4.

中間処理後の産業廃棄物のリサイクル率の向上を図ります
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システムの見直し

3,025
9,287

18,308
4,309
9,867

産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 量
一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 量

０５６６－７７－７３７３

２０２1年度

中 間 処 理 量
ｔ

廃　棄　物　取　扱　量
17,066

電話番号
FAX番号

U　R　L

０５６６－７６－１４１１
環 境 保 全
関 係 の
責 任 者

連 絡 先 等

http://www.kito-eco.co.jp/

収集運搬及び処分料金につきましては、引取り場所、種類、量、性状などにより料金が異
なります。（弊社ホームページにて料金表を公開しております）
ご不明な点は当社営業部までお気軽にご相談ください（0566-77-7373）。
無料にてお見積りいたします。

施
　
設 120.64㎡

266.00㎡

百万円

177.85㎡

Ｅ-ｍａｉｌ

加藤　健治

595 629

第二ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(減容固化施設) 18.36㎡

売 上 高

info@kito-eco.co.jp

料 金

積 替 え 保 管 施 設 （ 宮 町 )
587.00㎡ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(破砕・選別施設)

システム運用上の事務管理

業務部
収集運搬課

一般廃棄物部門

業務部
収集運搬課

産業廃棄物部門

Ⅱ.

事 業 者 名 株式会社　キトー
創 業 １９７３年　７月

1.

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(破砕・選別施設)
愛知県安城市大岡町船人１６

１９９１年　４月　３日設 立

所

在

地

施

設

代表取締役　　加藤　健治
資 本 金 １，０００万円
代 表 者 名

愛知県安城市上条町根崎３９ー３
（本社住所登記変更令和5年１月３１日登記）
愛知県安城市新田町縦町１１

積 替 え 保 管 施 設 ( 宮 町 )

本　　　　　 　　社

愛知県安城市新田町宮町７８

環境管理責任者

従 業 員

Ｅ Ａ ２ １
実 施 体 制
( 組 織 図 )

本社（旧営業所）

活 動 規 模 ２０２２年度

3535人（月平均）

単　位

事 業 規 模

積 替 え 保 管 施 設 ( 大 岡 )

愛知県安城市大岡町船人１６

第2ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(減容固化施設)

取締役会

積 替 え 保 管 施 設 ( 大 岡 )

代表者
（代表取締役）

環境経営方針を定める
環境管理責任者を指名
資源(人事・資金・技術)の用意

環境経営レポートの発行

業務部
リサイクル課
リサイクル1課

営業部・総務部

運用管理責任者
各課の運用管理
作業教育の実施
運用状況の確認

運用データの管理

一般教育の実施
環境活経営レポートの内容確認

環境管理責任者

各種書類作成

環境管理
推進事務局長

システムの確立・運用・維持
システムの実績を代表者に報告
全体計画の立案

事業概要

事業活動の概要
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保有車両

3ｔパッカー(4台)､3ｔユニック(2台)､3ｔキャブオーバー(1台)、4ｔパッカー(2台)、4ｔフックロール(2台)、
4ｔユニックマルチ(3台)、6ｔクラムマルチ(1台)、6ｔパッカー(1台)、バン(3台)、2ｔフックロール(1台）
計20台
※愛知県、岐阜県、三重県とも共通

事業の範囲 積替え保管を除く
燃え殻、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、
ｺﾞﾑくず、金属くず、ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶磁器くず、がれき類

令 和 7 年 1 月 11 日０２４００００３５７８三 重 県 号第 平 成 30 年 1 月 12 日

事業の範囲 積替え保管を除く
燃え殻、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、
金属くず、ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶磁器くず、がれき類

2.

保管できる高さ 該当なし

所在地 愛知県安城市新田町宮町７８

保管上限

汚泥、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、金属くず、
ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄくず･陶磁器くず、がれき類

保管できる高さ

0.8ｔ/日

減容固化

②
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類3.14ｔ/日、紙くず12.56ｔ/日、木くず12.56ｔ/日、繊維くず4.02ｔ/日、
ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず12.41ｔ/日、金属くず3.62ｔ/日、がれき類18.47ｔ/日

139㎥/日

有 効 期 限

産業廃棄物
の種類

令 和 3 年 3 月 30 日

令 和 12 年 5 月 10 日

令 和 9 年 11 月 29 日

該当なし

積替え保管施設（大岡）

保管上限 38.32m3

所在地 愛知県安城市大岡町船人１６

産業廃棄物
の種類

汚泥、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、金属くず、ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず、がれき類

燃え殻、廃油、廃酸、廃ｱﾙｶﾘ、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、繊維くず、
動植物性残さ、ｺﾞﾑくず、金属くず、ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶磁器くず

令 和 5 年 5 月 11 日

愛 知 県 第

24.32m3

汚泥、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、
ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄくず･陶磁器くず、がれき類

岐 阜 県

積替え保管施設（宮町）

第 ０２１００００３５７８ 号

０２３１０００３５７８ 号

積替え保管を含む

積替え保管を除く
事業の範囲

産 業 廃 棄 物 処 分 業 許 可

愛 知 県 第 ０２３２０００３５７８

許 可 政 令 市 許 可 番 号

リサイクルセンター　（破砕・選別施設）　愛知県安城市新田町縦町11

有 効 期 限許 可 年 月 日

令 和 5 年 1 月 23 日号 令 和 11 年 9 月 26 日

産業廃棄物の種類 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず、がれき類

処分の方法

産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 許 可

処理能力

①選別　②破砕

①

第２リサイクルセンター　（減容固化施設）　愛知県安城市大岡町船人16

産業廃棄物の種類 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

許 可 政 令 市 許 可 番 号 許 可 年 月 日

処分の方法

処理能力

産業廃棄物
受入

粗選別
（内容物確認）

磁選機
選別

ライン選別

リサイクル

リサイクル

リサイクル

最終処分

破　砕

減容固化

リサイクル

リサイクル 最終処分

アルミ選別機

許可・登録内容
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組織

活動

許可車両 バン（2台）、計2台

事業の範囲 積替え保管を除く 引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性アルカリ、感染性廃棄物

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

許 可 政 令 市 許 可 番 号 許 可 年 月 日 有 効 期 限

令 和 11 年 6 月 1 日愛 知 県 第 ０２３５０００３５７８ 号 令 和 4 年 7 月 5 日

減容固化 発泡スチロール 愛知県安城市大岡町船人16

一般廃棄物の種類 設置場所

選別 愛知県安城市新田町縦町11ビン、アルミ、ガラス、陶磁器、ペットボトル

一 般 廃 棄 物 処 分 業 許 可

安 城 市

許 可 市 町 村 許 可 番 号 許 可 年 月 日 有 効 期 限

３ ご 推 第 １ ７ － ４ 号 令 和 4 年 4 月 1 日 令 和 6 年 3 月 31 日

事業の範囲

安 城 市

刈 谷 市

３ ご 推 第 １ ６ － １ ４ 号

一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 許 可

許 可 市 町 村 許 可 番 号

令 和 5 年 11 月 1 日 令 和 7 年 10 月 31 日

刈 ご み 減 第 239-42 号

事業の範囲 事業系一般廃棄物の収集・運搬　家庭系一般廃棄物収集・運搬　共に　市内全域

許 可 年 月 日 有 効 期 限

処分方法

収集運搬及び中間処理

積替え保管施設（宮町）、

一般廃棄物処分業（中間処理業）､一般廃棄物収集運搬業

・産業廃棄物の収集運搬・中間処分を適正に実施します。

本社（旧営業所）、リサイクルセンター、第２リサイクルセンター・積替え保管施設（大岡）

4.

岡 崎 市

3.

産業廃棄物処分業（中間処理業）､産業廃棄物収集運搬業､特別管理産業廃棄物収集運搬業､

令 和 5 年 3 月 30 日

令 和 5 年 6 月 10 日

令 和 6 年 3 月 31 日

令 和 7 年 6 月 9 日

事業の範囲 (1)業種　一般廃棄物収集運搬業　　　(2)廃棄物の種類　事業系一般廃棄物

事業の範囲 ごみ

第 １ ０ １ １ ８ 号

環境保全措置

・廃棄物を資源として捉え、徹底した選別にて高い資源回収率を実現することにより、焼却や埋立
て処分などの２次処理費用を削減し、リサイクル率の向上へとつなげています。

・産業廃棄物の収集運搬・処分基準（廃棄物処理法施行令6条）、産業廃棄物の保管基準（同施
行規則8条）を遵守します。

・上記詳細については、「環境関連法規の取りまとめ/評価結果」にて、定期的に遵守状況を確認
し、違反のないようにします。

・地方自治体委託業務においては、安全で速やかな収集運搬、分別基準に適合した中間処分及
び適切な保管を行います。

・あらゆるニーズにあわせた最適な回収方法・処分方法をご提案し、適切な排出方法による環境
に関わるトータルコスト削減と環境負荷低減のご提案をするコンサルティング営業を行っていま
す。

・産業廃棄物は委託契約書の締結、マニフェスト及び電子マニフェストの処理をスムーズに行い、
期日内に適正に処分されたかを確認するとともに最終処分先終了報告を速やかに行います。

事業計画

認証登録範囲（全組織・全活動）
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廃石膏ボード 破砕・再資源化 42.00

混合廃棄物

焼却・原料化
押出成形・再資源化
破砕・再資源化
破砕分離・再資源化

1,500.00
6,210.00

104.00
4.20

選別・安定型埋立
焼却・管理型埋立（委託）
破砕・管理型埋立（委託）
選別・管理型埋立

選別・管理型埋立（委託）

267.00

繊維くず
破砕・再資源化 8.04

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

紙くず
木くず

破砕・再資源化
破砕・焼却・焼成
破砕・再資源化
破砕・再資源化

1.13
5.85

1,220.18

73.15
3,563.00

36.00

868.00

焼却・管理型埋立（委託）

圧縮・管理型埋立（委託）
選別・管理型埋立（委託）
選別・安定型埋立

63.70

金属くず

ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず
及び陶磁器くず

選別・安定型埋立 27.60
焼却・管理型埋立（委託） 0.10

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

紙くず

再 資 源 化 等 小 計

圧縮・安定型埋立（委託）
破砕・安定型埋立（委託）
焼却・管理型埋立（委託）
焼却・管理型埋立（委託）

中 間 処 理 量

中 間 処 理 量 合 計
最 終 処 分 量

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

紙くず
木くず

中 間 処 理 後 の 産 業 廃 棄 物 量 合 計

最 終 処 分 量

再 資 源 化 等 小 計

最 終 処 分 量 小 計

中

間

処

理

後

の

産

業

廃

棄

物

2,017.50ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず
及び陶磁器くず

破砕・焼成・再資源化

破砕・再資源化
破砕・焼却・焼成

1.74

108.40
70.00

106.20
103.20

10.80

がれき類

混合廃棄物

がれき類 破砕・再資源化

木くず

混合廃棄物（金属くず、ガラスくず・コンクリートくず
建設系混合廃棄物

0.13
7,201.07

618.00

0.00

1,050.00

廃棄物の種類 処理方法等

603.06
676.21

0.47
247.19

ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず
がれき類
繊維くず

減容固化
破砕
選別
選別
選別

紙くず
金属くず

原料化

430.99
9,866.62

189.00

3,547.03
37.15

204.84

破砕

選別
選別
選別

紙成形品原料

原料化

選別
金属くず

建設系混合廃棄物 選別

4.20
0.00

573.60

2,881.24

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

処 理 量 ( ｔ )

12,108.79

0.00
0.56

1,417.03

18,308.23

17.74
36.54

235.23
4,905.04

31.38

1,324.20
9.42

1,915.68

599.85
1,947.98

0.00

60.00
174.00

収 集 運 搬 量 合 計

う ち 再 資 源 化 等

15,671.79

256.80
664.20

5.

燃え殻
汚泥
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

収 集 運 搬 量

処 理 方 法 等 廃 棄 物 等 種 類

動植物性残さ

感染性廃棄物（特別管理産業廃棄物）

金属くず

繊維くず

木くず

ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず
がれき類

紙くず

最 終 処 分 量 合 計

再 資 源 化 等

受託した産業廃棄物の処理量受託した産業廃棄物の処理量

7



原材料化

紙成形品原料化

カレット

スチール缶

処理方法

原材料化

製鋼原料化

非鉄金属原料化

うち再資源化等

再 資 源 化 等 小 計

焼 却 処 分 量

収 集 運 搬 量 合 計

ダンボール

可燃物

紙成形品原料化

各市焼却施設搬入

中 間 処 理 廃棄物の種類

アルミ缶

カレット

ペットボトル

古紙類

1,562,299

2,747,060

44,240

63,310

1,211,130

17,820

32,039

193,760

4,309,359

63,310

193,760

ダンボール 1,211,130

ペットボトル

古紙類

可燃ごみ 2,747,060

32,039収 集 運 搬 量

6.

処 理 方 法 等 廃 棄 物 等 種 類 処 理 量 ( ㎏ )

スチール缶

アルミ缶

44,240

17,820

受託した産業廃棄物の処理量受託した産業廃棄物の処理量受託した一般廃棄物の処理量
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≪　2022年度の実績　≫ 2022年度　二酸化炭素　総排出量　415,545.52Kg-CO2

≪環境負荷削減等のための目標値≫ 2023年4月～2025年3月

127,820.9

2024年度
32,929.6

2025年度
32,896.5

12,140.41
％削減

328,789.0
0.3

二酸化炭素排出量
（ｋｇ-CO2）

産業廃棄物最終処分率　（％）

※グリーン購入については2008年度にｴｺﾏｰｸ商品への切り替えが100％となった為、2009年度より、ｴｺﾏｰｸ商品の購入
率100％の継続、紙類のﾘﾕｰｽ等、環境実行計画書にて実施内容等の記録・確認を行う。（上記表の件数は｢ｴｺﾏｰｸ商品
購入件数／商品購入件数｣）
・（赤字）は未達成

33,095.1

2023年度
目標

14.89 ％削減
394,553.65

(19.6) ％増加
9,555.66

14.0
購入率

グ　 リ 　ー 　ン 　購 　入　（件）

％削減

基準値

32,962.7

278.5

電力 14,264.0

ガソリン

22.73

264.0総 排 水 量 （ 水 道 量 ） （㎥）

37.0

Ⅲ.

1.

実績目標値基準値

環境への負荷の自己チェック結果及び環境への取組の自己チェック結果を検討し、電力・石油使用による二酸化炭素排出量の削減、
廃棄物最終処分量・総排水量の削減、消耗品（事務用品）のエコマーク商品への切替に取り組むことにしました。

※電力の二酸化炭素排出量は２０１９年度（基準値）の係数（0.431㎏-CO²/Kwh）で計算しております。
※2019年度の事務所移転

2.0
259.0

％削減 (5.5)

軽油 329,778.0

14,221.2
0.3

％増加

27.5

「電力　二酸化炭素排出量」を2019年より営業所移転の為変更

0.4 ％削減 0.6

2.5 ％削減 3.5
257.0
3.0 ％削減

256.0
％削減

258.0

5,231.9

28.4 ％削減 29.4 ％削減
36.0

％削減0.5

0.2 ％削減

30.4

最終処分量÷中間処理後の産業廃棄物量合計量　3,563ｔ÷15,671.79ｔ

・「エネルギー関連の目標」を2023年より環境目標の二酸化炭素排出量から

産業廃棄物最終処分率　（％） 51

総 排 水 量 （ 水 道 量 ） （㎥） 264

36.5

％削減

21.3 ％削減

127,693.0

51.0

12,138.0

1.0
／

12,128.0
0.1 ％削減

※
14.0

％削減 55.4 ％削減

電力使用量（ｋｗｈ）

軽油使用量（ℓ）

ガソリン使用量（ℓ）

「総排水量」＝2019年より営業所移転の為変更

127,437.4
0.3

※基準値の実績年度 ・「産業廃棄物最終処分率」＝2005年度　中間処理後の産業廃棄物より算出

％削減

5,216.2
0.3 ％削減

0.1 ％削減
5,226.7
0.1 ％削減

127,565.3
0.2 ％削減

5,221.4

各エネルギー使用量に変更

35.5
％削減

環境経営目標と実績

環境経営目標と実績
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※１　CO2排出係数は2022年度、実係数の0.406kg-co2/kwhを使用

再使用 ｔ 0.00 0.00

再生利用

熱回収

ｔ

ｔ

1,247.02

2,227.79

1,562.30

2,747.06

0.00

最終処分量 ｔ 2,360.95 3,563.00

土壌への排出 0.00

中間処理量 ｔ

収集運搬量 ｔ

　うち再資源化等量 ｔ

⑤-1 受託した産業廃棄物の処理量

ｔ

下水道 ㎥ 0.00 0.00

BOD g 0.00 0.00

2,097.11

0.00

2,747.06

8,696.55

9,857.22ｔ

0.00単純焼却

2,137.45ｔ

うち再資源化量

最終処分（埋立）量

ｔ

6,406.92ｔ

⑥ 一般廃棄物総排出量

各市施設搬入量（焼却）

⑧ 総排水量 公共用水域 ㎥ 210.50 278.50

4,309.36

11,436.21

9,555.66

278.50

0.00

1,562.30

6,499.44

9,866.61

430.99

0.00

15,671.79

1,562.30

③ 水資源投入量

18,308.24

0.00

0.00

0.00

12,108.79

軽油

ガソリン

ℓ

0.00

0.00

ｔ

ｔ

0.00

17,066.75

ｔ

9,287.30

461.02

8,347.62

151,462.37

28,168.00

4,118.82

152,927.77

0.00

394,553.65

＜　環境への負荷の自己チェック結果　＞

ℓ 5,344.13

過去2年間にわたる環境への負荷実績

単位

① 総エネルギー投入量

2022年度2021年度

軽油

0.00

12,898.97

ｋｗｈ 29,928.00電力

ガソリン

Kg-CO2

その他

0.00

0.00

12,398.38

210.50

390,772.91

その他 Kg-CO2

地下水 ㎥

工業用水

電力（※１） Kg-CO2

㎥

㎥

Kg-CO2

上水

② 二酸化炭素排出量

公共用水域への排出

④ 化学物質排出量・移動量 大気への排出量

5,986.67中間処理量 ｔ

3,474.81

中間処理後の産廃の処分量

中間処理量

　うち再生利用量 ｔ 1,247.02

ｔ

⑤-2 受託した一般廃棄物の処理量

2.

t

中間処理

8,544.37

9,281.76

⑦ 産業廃棄物等総排出量 総排出量 ｔ

収集運搬量 ｔ

最終処分量 ｔ

1,247.02

2,227.79

環境への負荷実績環境への負荷実績
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51 ％

264 m3

二
酸
化
炭
素
排
出
量

電力

収集
運搬車

・
重機

（軽油）

基準値

14,264.0 kg-co2

329,778.0 km/ℓ

12,138.0 km/ℓ

0.3

Ⅳ.

担当者
スケジュール（進捗確認）

4・5・6月 7・8・9月 10・11・12月 1・2・3月
№ 項目 今年度目標値 実施事項

早川
龍一

運用 運用 運用 評価と見直し

○ ○ ○ ○

・車両の点検、整備の実施
・走行距離の短縮化の為の運搬ﾙｰﾄの見直し

・使用電力量の集計
14,221.2 kg-co2

・照明、空調機の使用時間、温度設定の管理

kg-co2

○

0.3 ％削減

・目標達成状況、活動進捗状況の確認
・省エネルギー型電気製品の使用・導入

・グリーンカーテン導入

○

○
・溶融機の代替の検討 ○

328.8

○
・ｴｺﾀｲﾔへの交換
・目標達成状況、活動進捗状況の確認
・車両のハイブリッド車、低燃費車導入の検討

小池
誠一郎

運用 運用 運用 評価と見直し
・ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ運転の推進

○
○
○

○
○

○

○

運用 評価と見直し・重機ｴｺ運転講習会への参加
・夏季のｴｱｺﾝ使用時間の制限

・ｼﾞｮﾌﾞｻﾝのﾀｲﾔ交換

石塚
裕之

運用 運用

・目標達成状況、活動進捗状況の確認
○ ○

○
○
○
○

○・目標達成状況、活動進捗状況の確認

運用 評価と見直し・車両の点検、整備の実施
・ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ･ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞによるｴｱｺﾝ使用抑制

・ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ運転の推進

小池
誠一郎

運用 運用

・ｴｺﾀｲﾔへの交換
○ ○

○
○
○
○
○

2
産業廃棄物
最終処分率

37.0

27.5

○

営業車
（ｶﾞｿﾘﾝ）

12,128.0 kg-co2

0.1 ％削減

1

％
・再生業者の新規開拓

石塚
裕之

運用

％削減
・排出事業者への分別用ｺﾝﾃﾅ使用の促進

○ ○ ○

％削減

○

○

・空調機の定期清掃の実施

○・目標達成状況、活動進捗状況の確認
・振るい機の導入の検討

運用 運用 評価と見直し・選別作業の見直し
・資源抜き出しの徹底

○
○
○
○
○

○・購入飲料の配給
・トイレ用擬音装置の取り付け

運用 運用 評価と見直し・洗濯機の使用回数の制限
・雨水利用の徹底（ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰのﾄｲﾚに利用）

・蛇口に節水駒を取り付け

早川
龍一

運用

・契約したｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞでの洗車
○

4 グリーン購入
※エコマーク商品

購入の継続

○ ○

3 総排水量

259.0

2.0

m3

％削減

エコマーク商品
購入率100％ ・ｽｷｬﾅを利用したﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽでのﾃﾞｰﾀ管理 ○

・施設周辺の草取り

実施 評価と見直し・紙類のﾘﾕｰｽの促進
・在庫の無くなったものからｴｺﾏｰｸ商品を調達

早川
龍一

実施 実施

・両面印刷によるOA用紙使用枚数の削減
○ ○

○

○
○
○
○

1.

○ ○○ ○

○ ○
・新しいコピー機の導入

5
近隣の環境美化への貢献、

その他

・排水溝の清掃（グリストラップ）
石塚
裕之

実施 実施 実施

実施事項
の評価

○
○
○
○
○

評価と見直し・施設周辺の定期清掃（毎週木曜日）

○
○
○
○
○
○
○
○
○

主要な環境経営計画の内容

環境経営計画・取り組みの結果とその評価
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基準値

二
酸
化
炭
素
排
出
量

収集
運搬車

・
重機

（軽油）

14,264.0

329,778.0

12,138.0

51.0

264.0

kg-co2

km/ℓ

km/ℓ

％

m3

・グリーンカーテンの導入

・ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ運転の推進

・車両の点検、整備の実施

・省エネルギー型電気製品の使用・導入

・使用電力量の集計

・目標達成状況、活動進捗状況の確認

・照明、空調機の使用時間、温度設定の管理

・空調機の定期清掃の実施

0.4 ％削減
・溶融機の代替えを検討する

329,448.0 kg-co2

2.

№ 項目
次年度

環境目標
実施事項

・施設周辺の定期清掃

・施設周辺の草取り

・排水溝の清掃（グリストラップ）フィルター取替

・両面印刷によるOA用紙使用枚数の削減

・ｽｷｬﾅを利用したﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽでのﾃﾞｰﾀ管理

・紙類のﾘﾕｰｽの促進

・トイレ用擬音装置の取り付け

・在庫の無くなったものからｴｺﾏｰｸ商品を調達

・購入飲料の配給

・雨水利用の徹底（ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰのﾄｲﾚに利用）

・契約したｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞでの洗車

・振るい機の導入の検討

・蛇口に節水駒を取り付け

・洗濯機の使用廃止

・目標達成状況、活動進捗状況の確認

2
産業廃棄物
最終処分率

0.1

担当者

1

14,207.0 kg-co2

早川龍一

・省燃費車両等の導入を検討

小池誠一郎

・目標達成状況、活動進捗状況の確認

・ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ･ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞによるｴｱｺﾝ使用抑制

・ｴｺﾀｲﾔへの交換

・ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ運転の推進

・車両の点検、整備の実施

・ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ･ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞによるｴｱｺﾝ使用抑制

・夏季のｴｱｺﾝ使用時間の制限

・目標達成状況、活動進捗状況の確認

省燃費車両等の導入を検討

・ｼﾞｮﾌﾞｻﾝのﾀｲﾔ交換

・重機ｴｺ運転講習会への参加

0.1 ％削減

営業車
（ｶﾞｿﾘﾝ）

12,125.0 kg-co2

％削減

小池誠一郎

・目標達成状況、活動進捗状況の確認

・走行距離短縮化のための運搬ﾙｰﾄの見直し

・ｴｺﾀｲﾔへの交換

石塚裕之

エコマーク商品
購入率100％

石塚裕之

2.0 ％削減

・資源抜き出しの徹底

・排出事業者への分別用ｺﾝﾃﾅ使用の促進
石塚裕之

・選別作業の見直し36.5 ％

・再生業者の新規開拓

28.4 ％削減

5 近隣の環境美化への貢献、その他

4 グリーン購入
エコマーク商品

購入の継続
早川龍一

早川龍一3 総排水量

259.0 m3

次年度の取組み内容
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二
酸
化
炭
素
排
出
量

電力

収集運搬車両
・

重機

ガソリン

軽油

目標達成はできた。仕事量は増えたが、リサ
イクル工場の稼働時間を抑え暗い時間の作
業を減らしたのがよかったと思う。

総排水量（水道量） 279m3 △

※評価・・・○目標達成、△目標未達成(ただし、明確な事由有り)、×目標未達成

二酸化炭素排出量

電力 ○
390,773kgCO2 △
12,398kgCO2 9,556kgCO2

394,554kgCO2

12,899kgCO2 11,436kgCO2

Ⅴ.

≪前年度の実績との比較評価≫

2021年度 2022年度 評価

その他

〇

210.5ｍ3

産業廃棄物最終処分率 28% 22.7% ○

グリーン購入件数 14件/14件中 14件/14件中

総排水量（水道量）
の削減

営業車

産業廃棄物
最終処分率の削減

古い車両も増えてきたので、順次車両の購
入を進めていきたい。

○

照明の間引き、人感センサー点灯など取り
入れて引き続き目標を達成できるように努
力する。

施設での飛散防止のミスト設置、リサイクル周
辺の定期清掃の範囲の拡大等、草刈の頻度
を増加し、さらに近隣環境への保全に努める
ことができた。

定期的な排水溝の清掃、リサイクル周辺の定期
清掃・草刈など継続して行っている。排水のグリ
ストラップのフィルター交換も定期的に行い環
境へ配慮していきたい。
SDGsへの取り組みも併せて取り組んでいきた
い。

前年度との比較評価に対する補足 実施事項の評価に対する補足

昨年より引き続き、処分業者（再生先）との新
規契約を進められたことが、最終処分率の削
減に大きくつながったと思う。

今後も環境展への視察等、新しい機械に
対する情報収集も進め、排出事業者への
分別コンテナとうの使用促進に努めたい。

目標達成できず、かなり増えた。工場のミスト
の使用も増えたことも要因だが、配管からの
水漏れがあったのも要因です。

手洗いの場所の変更で自動水栓にしたこ
ともよかったかもしれない。洗濯の廃止も検
討する。

事務用品購入時の事前申請制度の継続によ
り、エコマーク商品の購入チェック、過剰購入
の抑制が出来ている。継続していきたい。

さらにペーパーレスにできるものがあれ
ば、進めていきたい。

目標は達成できず、かなり増えてしまった。
昨年に続き、運転手不足のため、乗り替わり
などで無駄に走行距離が増え燃料の使用が
増えた。車両の老朽化もある。
目標は達成できた、車両を１台ハイブリッド車
に入れ替えたことがよかったかもしれない。

目標達成できたが、引き続き、エコドライブ
運転の促進や、エコタイヤへの交換、エア
コン使用時間の制限等、実施事項は進捗
している。車両の切替も検討する。

グリーン調達の推進
ｴｺﾏｰｸ商品購入の継続

環境への取組結果の評価
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（ ） ： ：

・ ・ ・ ・

＊経営者は年1回以上見直しを行う。

1.

はありませんでした。また、訴訟等も同様に一件もありませんでした。

Ⅶ.

見直し結果

場所 営業所

会議メンバー

今期は、未だ人材不足で現存の運転手たちの仕事量が無駄に増えてしまったと感じる。2024年
問題も含め目標達成のために、車両の入れ替え、人材確保のため、新工場の立ち上げ、目標の
達成を目指して行きたい。

添付資料 □ 有 ■ 無

無 ） ＊有りの場合のみ記入

5 代表者の全体評価

（ □ 有 ■

無 ） ＊有りの場合のみ記入

4 環境経営システム・実施体制の変更の必要性

（ □ 有 ■

無 ） ＊有りの場合のみ記入

3 環境経営計画・環境経営目標の変更の必要性

見直し資料 各データ類、資料、環境レポート

1

環境経営システムが有効に機能してきている。

2 環境経営方針の変更の必要性

（ □ 有 ■

環境経営システムが有効に機能しているか、環境への取組は適切に実施されているかの評価結果

加藤健治 早川龍一 小池誠一郎 石塚裕之

対象期間 2022 年4月1日 ～ 2023 年3月31日

～ 15 0020 日 水 14実施日時 2023 年 4月 月

2.

称賛、苦情はありませんでした。

3
使用済自動車の再資源化等に関する法律
（自動車リサイクル法）

関連事業者による再資源化の実施

2
特定家庭用機器再商品化法
（家電リサイクル法）

事業者及び消費者の責務

浄化槽法 浄化槽清掃・点検

5 フロン排出抑制法 空調機の簡易点検（屋上につき危険なため未実施）

4

6
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における
総量の削減等の特別措置

自動車排出窒素酸化物
排出基準等

Ⅵ.

県民の生活環境の保全等に関する条例7

環境関連法規等の名称

環境関連法規への違反はありませんでした。3年間、違反について関係機関などから特に指導等

産業廃棄物の処理
一般廃棄物の処理

産業廃棄物処理業
一般廃棄物処理業
特別管理産業廃棄物収集運搬業

1
産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の適正な処理の促進に関する県の条例

産業廃棄物処理施設
一般廃棄物処理施設

非飛散性アスベストの処理

荒井俊行

（ □ 有 ■ 無 ） ＊変更の有無

評価

○

○

粉じん発生施設等に関する規則

○

○

○

○

△

○

○

○

○

概要

自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

00

環境関連法規、等

称賛・苦情等について

環境関連法規への違反、訴訟と有無

代表者による見直し記録
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